
　第２章　交通整備政策の歴史的変遷とその特徴

2.1　概説

　 本 章 で は 明 治 期 以 降 現 在 ま で の 我 が 国 の 国 土 と 交 通 網 整 備 に 関 す る 歴 史 を 振 り 返 り 、 こ れ ま で

の政策の長期的な効果について分析･考察する本研究全体の考察視点を明らかにする。

　 明 治 期 以 降 の 政 策 は 、 政 策 の 策 定 さ れ た 時 代 背 景 を 反 映 し た も の と な っ て お り 、 そ の 効 果 を 明

ら か に す る に あ た り 、 政 策 の 所 期 の 目 的 を 整 理 す る 必 要 が あ る と 考 え ら れ る 。 ま た 、 現 在 に お け

る 我 が 国 の 国 土 や 交 通 網 整 備 に 関 す る 政 策 は 種 々  の 問 題 を 抱 え て い る が 、 そ の 背 景 に も 歴 史 的 経

緯 が 密 接 に 絡 ん で い る と 考 え ら れ る 。 こ の た め 、 ま ず 歴 史 的 な 政 策 の 経 緯 を 明 ら か に し 、 そ の 後

に研究全体の考察の視点の設定を行う。

　 2 . 2 で は 江 戸 時 代 か ら 近 年 に か け て の 我 が 国 の 国 土 や 交 通 の 整 備 に 関 す る 政 策 の 歴 史 的 変 遷 を ま

と め る 。 2 . 3 で は 政 策 を 実 際 に 運 用 す る 段 階 で あ る 交 通 整 備 制 度 に つ い て 特 徴 と 課 題 の 整 理 を 行 う

こ と と す る 。 2 . 4 で は 2 . 2 及 び 2 . 3 に 共 通 す る 国 土 と 交 通 の 整 備 政 策 ･ 制 度 に 関 す る 課 題 や 特 徴 に つ

い て 整 理 を 行 い 、 地 域 分 析 上 の 課 題 を 明 確 に し 、 こ れ ま で の 政 策 の 効 果 に つ い て 分 析 す る 際 の 本

研究の視点について述べる。

2.2　我が国の交通と国土の整備政策の変遷

2.2.1　近代交通以前

　 我 が 国 の 近 代 的 な 交 通 は 明 治 維 新 後 の 新 橋 - 横 浜

間 ( 1 8 7 2 ,  明 治 5 年 開 業 ) の 建 設 に 始 ま る が 、 そ れ 以

前 の 幕 藩 体 制 下 で は 旅 行 や 輸 送 に 対 す る 種 々  の 規

制 １ ） に よ り 、 図 2 . 1 の よ う な 街 道 を 利 用 し た 徒 歩 交

通 ( 駕 篭 や 馬 を 含 む ) 及 び 小 型 の 帆 船 に よ る 舟 運 輸

送 が 主 と な っ て い た 。 1 6 3 5 ( 寛 永 1 2 ) 年 、 徳 川 家 光

に よ っ て 参 勤 交 代 が 制 度 化 さ れ る こ と で 全 国 的 な

街 道 整 備 が 進 行 す る と と も に 、 諸 産 業 の 発 達 に 伴

う 商 品 流 通 の 活 発 化 に よ り 、 脇 街 道 整 備 や 河 村 瑞

賢による沿岸航路整備も進行した。

2.2.2　明治期の政策

(1)明治前期

　 1 8 6 8 ( 明 治 元 ) 年 の 明 治 維 新 後 、 新 政 府 は 版 籍 奉 還 ( 1 8 6 9 ,  明 治 2 年 ) や 廃 藩 置 県 ( 1 8 7 1 ,  明 治 4 年 ) ･ 秩 禄
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処 分 ( 1 8 7 3 ,  明 治 6 年 ) ･ 徴 兵 令 施 行 ( 1 8 7 3 ,  明 治 6 年 ) な ど の 一 連 の 改 革 を 行 い 、 幕 藩 体 制 の 実 質 的 な 解

体と中央集権体制の確立を進めていた。

　 1 8 7 4 ( 明 治 7 ) 年 の 内 務 省 設 置 を 以 て 始 ま っ た 大 久 保 利 通 政 権 下 で は 、 富 国 強 兵 を 達 成 す る た め 、

欧 米 に 比 べ て 遅 れ て い た 産 業 を 振 興 す る 必 要 が あ っ た ( 殖 産 興 業 ) 。 政 府 は 近 代 工 業 の 育 成 、 技 術

水 準 の 引 上 げ 、 輸 入 を 減 ら す こ と に よ る 外 貨 の 節 約 を 目 的 と し て 、 紡 績 や 軍 需 工 業 を 中 心 と す る

官 営 工 場 を 設 置 し た 。 こ の 官 営 工 場 は 1 8 8 4 ( 明 治 1 7 ) 年 以 降 、 民 間 に 払 い 下 げ ら れ 、 民 間 企 業 の 発

達を促した。

　 一 方 、 近 代 的 交 通 機 関 で あ る 鉄 道 は 新 橋 - 横 浜 間 に お い て 営 業 が 開 始 さ れ た が 、 そ の 当 初 の 目 的

は 人 心 を 驚 か せ 、 明 治 維 新 政 府 の 支 配 権 力 を 強 化 す る 手 段 の 一 つ と し て 利 用 す る こ と に あ っ た と

も 言 わ れ る ３ ） 。 新 首 都 で あ る 東 京 と 古 都 の 京 都 の 間 に 幹 線 鉄 道 を 建 設 す る こ と に よ り 、 政 治 的 中

心 地 を 結 ぶ と 同 時 に 江 戸 時 代 以 来 の 経 済 的 中 心 地 を 通 る こ と で 、 中 央 集 権 制 の 強 化 に 役 立 つ と 考

え ら れ て い た 。 港 湾 に 関 し て も そ れ ま で の 藩 ご と の 分 散 管 理 か ら 一 転 し て 集 中 化 の 政 策 が と ら れ

るようになり、貿易振興のために重要な港湾を集中的に国が整備するようになってきている。

　 鉄 道 は そ れ ま で の 徒 歩 と 水 運 に よ る 交 通 に 比 較 す る と 、 極 め て 短 時 間 に 大 量 輸 送 を 行 い 、 し か

も 宿 泊 費 等 を 含 め た 交 通 費 が 小 さ く な る と い う 特 徴 が あ っ た 。 こ の た め 、 社 会 的 ･ 経 済 的 な 影 響

は 非 常 に 大 き く 、 例 え ば 鉄 道 開 業 に よ る 上 毛 地 域 の 繊 維 関 連 品 の 運 搬 ル ー ト の 変 化 な ど も 指 摘 さ

れ て お り ４ ） 、 殖 産 興 業 の 一 環 と し て の 役 割 を 果 た し て い た と 考 え ら れ る 。 し か し な が ら 、 こ の 時

期 の 鉄 道 網 は 、 東 京 や 大 阪 な ど ご く 一 部 に 限 ら れ ( 表 2 . 1 参 照 ) 、 鉄 道 の 存 在 す る 地 域 と そ れ 以 外 の

地 域 で の 交 通 利 便 性 の 格 差 は 極 め て 大 き か っ た と

考 え ら れ る 。 こ れ に よ り 産 業 の 生 産 効 率 の 地 域 間

の 差 も 大 き く な り 、 地 域 間 の 経 済 的 な 差 が 広 が り

始めた時期であるとの見方ができる。

　 1 8 7 7 ( 明 治 1 0 ) 年 の 西 南 戦 争 で は 、 当 時 鉄 道 が 開 業

し て い た 区 間 が ご く 一 部 で あ っ た に も か か わ ら

ず 、 そ の 輸 送 効 率 は 大 き な も の で あ り 、 軍 部 に 鉄

道 の 有 用 性 を 認 識 さ せ 、 そ の 後 の 鉄 道 網 整 備 に 少

な か ら ぬ 影 響 を 与 え た ５ ） 。 な お 、 こ の 時 期 以 降 戦

後 ま で 、 我 が 国 の 陸 上 交 通 は 鉄 道 優 先 主 義 で あ り 、 特 に 都 市 間 を 結 ぶ 道 路 交 通 網 は 江 戸 時 代 の 街

道をほぼ引き継いだものとなっていた。

(2)明治後期

　 1 8 9 0 ～ 1 9 0 0 年 頃 に は 、 紡 績 部 門 で の 第 一 次 産 業 革 命 や 製 鉄 部 門 で の 第 二 次 産 業 革 命 ( 八 幡 製 鉄

所 , 1 8 9 7 ,  明 治 3 0 年 ) な ど に よ り 、 我 が 国 の 資 本 主 義 体 制 が 確 立 す る よ う に な り 、 同 時 に 徒 歩 や 水 運

な ど の 交 通 機 関 に 比 べ て 輸 送 効 率 の 高 い 鉄 道 は 、 そ の 路 線 網 を 急 速 に 拡 大 し た ( 図 2 . 2 参 照 ) 。 こ の
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表2.1　1880年時点の鉄道 ６）

　区　間 開業年 建設目的
官鉄 新橋 横浜 1872 (明治5) 年 港湾連絡

都市間連絡
官鉄 神戸 大津 1874 (明治7) 年 港湾連絡

　　神戸-大阪間 都市間連絡
1877 (明治10) 年 都市間連絡
　　大阪-京都間
1880 (明治13) 年 港湾連絡
　　京都-大津間 都市間連絡

幌内鉄道 手宮 札幌 1880 (明治13) 年 北海道開拓 
(石炭輸送)

釜石鉄道 釜石 1880 (明治13) 年 製鉄所専用



よ う な 急 拡 の 背 景 に は 、 当 時 、 日 本 鉄 道 と 上 毛

蚕 糸 業 地 帯 と の 関 係 な ど ８ ） の 産 業 と 密 接 な 関 係

に あ っ た 鉄 道 経 営 が 営 利 事 業 と し て 十 分 成 立

し 、 こ れ に 触 発 さ れ た 民 鉄 の 路 線 拡 大 が 大 き く

関係していると考えられる。

　 こ の 時 期 に は 軍 事 と 経 済 の 両 面 か ら 、 全 国 的

な 鉄 道 網 整 備 が 必 要 で あ る と の 認 識 に 基 づ き 、

1 8 9 2 ( 明 治 2 5 ) 年 、 鉄 道 敷 設 法 が 公 布 さ れ た 。 こ

れ は 議 会 に よ っ て 建 設 予 定 路 線 が 決 定 さ れ る も の で あ り 、 予 定 路 線 は 東 京 と 都 道 府 県 庁 所 在 地 、

及 び 軍 事 的 に 重 要 な 地 域 を 結 ぶ 路 線 と さ れ た 。 電 信 網 も こ の よ う な 鉄 道 路 線 沿 い に 優 先 的 に 設 置

されている。道路網についても東京を中心としてこれらの地点を結ぶ路線とされていた。

　 そ の 後 、 日 清 戦 争 ( 1 8 9 4 ～ 1 8 9 5 ,  明 治 2 7 ～ 2 8 年 ) や 日 露 戦 争 ( 1 9 0 4 ～ 1 9 0 5 ,  明 治 3 7 ～ 3 8 年 ) を 機 会 に 、

輸 送 効 率 の 向 上 と 運 賃 の 低 減 を 目 的 と し て 1 9 0 6 ( 明 治 3 6 ) 年 に 鉄 道 国 有 法 が 公 布 さ れ 、 幹 線 を 構 成

す る 主 要 私 鉄 1 7 路 線 が 国 有 化 さ れ て い る 。 鉄 道 の 敷 設 は 基 本 的 に は 鉄 道 敷 設 法 に よ る が 、 産 業 部

門 の 要 請 に よ り 鉄 道 敷 設 法 の 予 定 路 線 以 外 に も 多 数 の 路 線 が 私 設 鉄 道 と し て 建 設 さ れ 、 特 に 炭 鉱

地帯と消費地を結ぶ路線などが発達している。

　 な お 、 こ の 時 期 に は 全 国 的 な 幹 線 鉄 道 網 が 整 備 さ れ つ つ あ る 段 階 で あ り 、 地 域 間 の 交 通 利 便 性

の 差 は 縮 小 へ と 転 じ た と 考 え ら れ る 。 し か し な が ら 、 こ の 時 期 は 我 が 国 の 産 業 構 造 の 大 転 換 期 で

あ り 、 現 在 の 経 済 活 動 等 の 地 域 間 の 差 は こ の 時 期 の 一 時 的 な 地 域 間 の 交 通 利 便 性 の 差 の 拡 大 に 決

定づけられた可能性が高いと考えられる。

2.2.3　大正期の政策

　 1 9 2 2 ( 大 正 1 1 ) 年 に 改 正 鉄 道 敷 設 法 が 公 布 さ れ 、 旧 法 が 幹 線 鉄 道 網 の 建 設 を 主 な 目 的 と し て い た

の に 対 し 、 支 線 網 の 拡 大 に 重 点 を お い た 。 そ れ ま で 建 設 線 の 決 定 に は 個 々  の 線 区 に つ い て 法 律 の

改正が必要であったが、改正鉄道法では建設予算の決定だけで着工できるようになった。

　 第 一 次 世 界 大 戦 ( 1 9 1 4 ～ 1 9 1 8 ,  大 正 3 ～ 7 年 ) 時 に は 、 京 浜 ･ 中 京 ･ 阪 神 ･ 北 九 州 の 四 大 工 業 地 帯 が 形

成 さ れ る な ど 経 済 的 な 発 展 が 大 き く 、 こ れ ら 工 業 地 帯 へ の 人 口 の 集 中 が 激 し か っ た 。 こ れ は 、 大

都 市 が 工 業 都 市 で あ る と 同 時 に 業 務 中 枢 機 能 を 兼 ね 備 え て い た か ら で も あ る 。 1 9 2 0 年 代 に は 高 等

教 育 機 関 が 充 実 し 、 大 都 市 に 中 産 階 級 を 形 成 す る よ う に な っ た 。 ま た 、 こ の 頃 、 全 国 的 に 観 光 開

発が進められ、交通にも大きな影響を与えた。

2.2.4　昭和期の戦前～戦時の政策

　 満 州 事 変 ( 1 9 3 1 ,  昭 和 6 年 ) 後 の 国 内 外 の 情 勢 の 悪 化 に 伴 い 、 同 年 に は 重 要 産 業 統 制 法 が 制 定 さ れ
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る な ど 、 ブ ロ ッ ク 経 済 及 び 統 制 経 済 が 推 し 進 め ら れ 、 交 通 を 含 む 産 業 全 体 の 統 制 が 開 始 さ れ た 。

1 9 3 7 ( 昭 和 1 2 ) 年 の 日 中 戦 争 開 始 に 伴 い 、 第 １ 次 近 衛 内 閣 に よ っ て 1 9 3 8 ( 昭 和 1 3 ) 年 国 家 総 動 員 法 が 公

布 さ れ 、 こ の 法 律 に よ っ て 政 府 は 議 会 の 承 認 を 得 ず に 人 的 ･ 物 的 資 源 を 動 員 で き る よ う に な っ

た 。 産 業 や 交 通 も こ の 法 律 に よ る 統 制 下 に 入 り 、 産 業 分 野 で は 、 軍 需 生 産 が 最 重 要 視 さ れ 、 次 い

で食糧その他の生産、また流通部門も重要な一部門とされた。

　 こ の こ ろ 、 同 盟 国 の ド イ ツ で は 1 9 3 3 年 以 降 、 ア ウ ト バ ー ン の 建 設 が 進 め ら れ て い た 。 日 本 で も

1 9 4 0 ( 昭 和 1 5 ) 年 、 内 務 省 に よ り 軍 事 輸 送 目 的 の 自 動 車 道 路 の 調 査 が 開 始 さ れ 、 名 神 高 速 道 路 の 一

部 区 間 に つ い て は 実 施 設 計 も 行 わ れ た 。 ま た 、 1 9 4 2 ( 昭 和 1 7 ) 年 に は 政 府 の 諮 問 機 関 で あ る 大 東 亜

建 設 審 議 会 は 「 大 東 亜 交 通 基 本 政 策 」 を 答 申 し 、 こ の 中 で 日 本 本 土 と 大 陸 に お け る 輸 送 施 設 の 規

格 統 一 が 方 針 と し て 含 ま れ 、 既 に 鉄 道 省 が 着 手 し て い た 東 京 - 下 関 間 の 国 際 標 準 軌 間 に よ る 新 幹 線

( 弾 丸 列 車 構 想 ) の 建 設 が 促 進 さ れ る こ と と な っ た 。 し か し な が ら 、 こ れ ら の 高 速 交 通 体 系 の 整 備

は戦争の激化により、ともに実現には至らなかった。

2.2.5　戦後復興期～高度成長期～オイルショックまでの政策

(1)戦後復興期

　 戦 災 復 興 は 、 食 糧 増 産 と エ ネ ル ギ ー 等 基 礎 的 資 源 の 確 保 に 重 点 が 置 か れ 、 産 業 部 門 で は 石 炭 、

鉄 鋼 、 電 力 な ど の 基 幹 産 業 部 門 に 重 点 的 に 投 資 す る 傾 斜 生 産 方 式 が と ら れ た 。 同 時 に こ れ ら の 産

業を支えている鉄道も重点投資の対象になっている。

　 1 9 5 0 ( 昭 和 2 5 ) 年 に は 我 が 国 初 の 国 土 開 発 に 関 す る 基 本 法 で あ る 「 国 土 総 合 開 発 法 」 が 制 定 さ

れ 、 資 源 開 発 と 国 土 保 全 を 目 的 と し た 特 定 地 域 総 合 開 発 計 画 が 実 行 に 移 さ れ た 。 同 年 、 朝 鮮 戦 争

が 勃 発 し 、 日 本 は 米 軍 の 進 攻 基 地 と な り 、 そ れ ま で の イ ン フ レ 抑 制 の た め の ド ッ ジ ･ ラ イ ン に よ

る 経 済 発 展 抑 制 政 策 下 か ら 一 転 し た 。 基 地 建 設 、 輸 送 、 物 資 補 給 、 兵 器 修 理 等 の 後 方 業 務 に よ る

特 需 で 、 経 済 活 動 は 復 活 す る こ と と な り 、 1 9 5 5 ( 昭 和 3 0 ) 年 に は 「 経 済 自 立 五 カ 年 計 画 」 が 閣 議 決

定 さ れ て い る が 、 経 済 発 展 の ス ピ ー ド の 方 が 早 く 、 わ ず か 2 年 で ほ ぼ 目 標 が 達 成 さ れ て い る 。 こ

のような状況下、国内の輸送能力が問題となり始めている。

(2)高度経済成長期

　 重 化 学 工 業 や 電 子 工 業 な ど の 応 用 に よ る 自 動 化 技 術 の 採 用 に よ っ て 、 生 産 財 ･ 消 費 財 両 面 に わ

たる生産性の著しい向上が基礎となり、高度経済成長がはじまった。

　 1 9 6 0 ( 昭 和 3 5 ) 年 に 成 立 し た 池 田 内 閣 は 、 高 度 経 済 成 長 政 策 を そ の 政 策 の 中 心 に 据 え ( 所 得 倍 増 計

画 ) 、 積 極 的 な 経 済 発 展 の 強 化 に 乗 り 出 し て 行 っ た 。 同 計 画 に 基 づ い た 経 済 効 率 を 重 視 し た 太 平 洋

ベ ル ト 地 帯 構 想 が あ っ た が 、 地 方 部 か ら の 反 発 も あ り 、 1 9 6 2 ( 昭 和 3 7 ) 年 に は 所 得 格 差 ･ 地 域 格 差 の

是 正 を 目 的 と し た 全 国 総 合 開 発 計 画 ( 一 全 総 ) が 策 定 さ れ て い る 。 同 年 、 一 全 総 の 拠 点 開 発 構 想 の

下 で 、 新 産 業 都 市 建 設 促 進 法 が 、 2 年 後 に は 工 業 整 備 特 別 地 域 整 備 促 進 法 が 制 定 さ れ た 。 図 2 . 3 の
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よ う に 、 全 国 で あ わ せ て 2 1 地 域 が 指 定 を 受 け て い

る が 、 こ れ ら 地 域 は 松 本 諏 訪 地 域 を 除 き す べ て 臨

海 部 に 位 置 し 、 中 核 と な る 工 業 港 へ の 先 行 的 な 投

資により基幹資源型工業の立地が進んだ。

　 交 通 政 策 に つ い て は 、 輸 送 力 の 不 足 が 長 期 的 に

み た 経 済 成 長 の 阻 害 条 件 と な る と い う 立 場 か ら 、

鉄 道 線 路 、 道 路 、 港 湾 な ど 輸 送 力 の 基 礎 と な る べ

き 施 設 の 整 備 を は か る べ く 、 体 系 的 な 公 共 投 資 が

行われることとなった。

　 1 9 5 7 ( 昭 和 3 2 ) 年 に 最 初 の 新 幹 線 の 計 画 が た て ら

れ 、 東 海 道 本 線 東 京 - 大 阪 間 に お け る 線 路 増 設 の

名 目 で 、 国 際 標 準 軌 間 に よ る 動 力 分 散 方 式 を 採 用

し た 時 速 2 0 0 K m 運 転 の 新 線 を 建 設 す る こ と と な

り 、 1 9 6 4 ( 昭 和 3 9 ) 年 、 東 海 道 新 幹 線 と し て 開 業 し て い る 。 一 方 、 在 来 線 の 幹 線 で の 輸 送 力 増 強 は

計 画 ど お り に は 進 捗 せ ず 、 通 勤 線 区 で の 輸 送 力 増 強 も 十 分 な 対 策 が 行 わ れ な い ま ま 、 輸 送 量 の 増

加に対して線路改良が後手に回る結果となっている。

　 1 9 5 0 年 代 後 半 頃 か ら は 、 自 動 車 の 有 用 性 が 高 く 評 価 さ れ る よ う に な り 、 1 9 5 7 ( 昭 和 3 2 ) 年 に は 約

5 , 0 0 0 k m の 自 動 車 道 建 設 を 目 指 し た 国 土 開 発 縦 貫 自 動 車 建 設 法 が 、 ま た 1 9 5 8 ( 昭 和 3 3 ) 年 に は 道 路 整

備 緊 急 措 置 法 が そ れ ぞ れ 公 布 さ れ 、 名 神 高 速 道 路 ･ 東 名 高 速 道 路 の 建 設 や 都 市 間 の 幹 線 道 路 の 改

良 が 行 わ れ る よ う に な っ た 。 1 9 6 6 ( 昭 和 4 1 ) 年 に は 国 土 開 発 幹 線 自 動 車 道 建 設 法 が 制 定 さ れ 、

7,600kmの高速自動車国道ネットワークの基本が確立した。

　 航 空 の 面 で は 、 1 9 6 0 年 代 に 国 際 線 の ジ ェ ッ ト 化 、 国 内 線 の 幹 線 に お け る 日 本 航 空 と 全 日 空 の 提

携 強 化 及 び ジ ェ ッ ト 機 の 導 入 、 ロ ー カ ル 線 に お け る 過 当 競 争 の 防 止 を 目 的 と し た 航 空 会 社 の 系 列

化 が 進 ん で い る 。 1 9 6 5 ( 昭 和 4 0 ) 年 か ら は 第 １ 次 空 港 整 備 5 カ 年 計 画 が す す め ら れ 、 東 京 ･ 大 阪 両 国

際 空 港 の 滑 走 路 を 3 , 0 0 0 m 級 に 、 ジ ェ ッ ト 機 が 就 航 す る 地 方 空 港 を 2 , 0 0 0 m 級 に 、 そ の 他 の 地 方 空 港

を1,500m級に、それぞれ延長する政策がとられている。

　 1 9 6 4 ( 昭 和 3 9 ) 年 の 交 通 基 本 問 題 調 査 会 の 内 閣 総 理 大 臣 へ の 答 申 で は 、 従 来 の 交 通 政 策 が 鉄 道 の

陸 上 輸 送 に お け る 独 占 的 地 位 を 前 提 に た て ら れ て い る こ と を 批 判 し 、 各 輸 送 手 段 の 公 正 な 競 争 の

確 保 、 交 通 費 用 の 利 用 者 負 担 の 原 則 の 導 入 、 交 通 手 段 の 独 立 採 算 性 の 確 立 を 訴 え て い る 。 だ が こ

の 結 果 と し て 、 各 交 通 機 関 の 輸 送 分 担 を 無 統 制 な 状 態 に お き 、 結 果 と し て 輸 送 サ ー ビ ス の 低 下 を

招いたとの見方もある９）。

(3)高度経済成長期以後

　 高 度 経 済 成 長 期 の 後 期 以 降 、 そ れ ま で の 重 点 産 業 に 対 す る 直 接 的 な 政 策 措 置 に よ る 産 業 政 策 に
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代 わ っ て 、 ビ ジ ョ ン の 提 示 に 代 表 さ れ る 間 接 的 ･ 誘 導 的 な 産 業 政 策 が 主 流 と な っ て き て い る 。

1 9 7 0 年 代 か ら は 知 識 集 約 型 産 業 を 推 進 、 1 9 9 0 年 代 に な る と 、 国 民 生 活 や 社 会 効 率 、 国 際 的 調 和 、

長期的発展基盤の整備という視点も取り入れられるようになってきた。

　 1 9 6 7 ( 昭 和 4 2 ) 年 の 経 済 社 会 発 展 計 画 で は 、 国 土 の 有 効 利 用 の た め に は 交 通 施 設 の 整 備 が 必 要 で

あ る と し な が ら も 、 利 用 者 負 担 や 独 立 採 算 性 を 原 則 と し 、 交 通 事 業 者 は こ の ジ レ ン マ に 悩 ま さ れ

る こ と と な っ た 。 例 え ば 、 国 有 鉄 道 な ど で は 政 策 に よ る 高 度 経 済 成 長 に と も な う 拡 大 投 資 と 収 入

とのアンバランスが原因となって、経営を悪化させるという結果となった。

　 高 度 経 済 成 長 を 前 提 と し た 新 全 総 ( 1 9 6 9 ,  昭 和 4 4 年 ) で は 、 1 9 8 5 ( 昭 和 6 0 ) 年 度 を 目 標 年 度 と し 、 ( 1 )

長 期 に わ た る 人 間 と 自 然 と の 調 和 、 自 然 の 恒 久 的 保 護 保 存 、 ( 2 ) 開 発 基 礎 条 件 の 整 備 に よ る 開 発 可

能 性 の 全 国 土 に わ た る 均 衡 化 、 ( 3 ) 各 地 域 の 独 自 な 開 発 整 備 に よ る 国 土 利 用 の 再 編 成 効 率 化 、 ( 4 ) 都

市、農村を通じる安全、快適で文化的な環境条件の整備保全、などの目標が掲げられている。

　 こ れ ら 目 標 の 下 に 札 幌 - 東 京 - 福 岡 を 主 軸 と し た 大 規 模 プ ロ ジ ェ ク ト 構 想 や 新 ネ ッ ト ワ ー ク 形

成 、 広 域 生 活 圏 構 想 な ど が 打 ち 出 さ れ て い る が 、 こ の う ち 大 規 模 開 発 プ ロ ジ ェ ク ト 構 想 と は 、 中

枢 管 理 機 能 の 集 積 と 物 的 流 通 の 機 構 と を 体 系 化 す る た め の 全 国 的 な ネ ッ ト ワ ー ク を 整 備 し 、 こ の

新 し い ネ ッ ト ワ ー ク 上 に 各 地 域 の 特 性 を 生 か し た 、 効 果 的 な 産 業 開 発 等 の 大 規 模 産 業 開 発 プ ロ ジ

ェ ク ト を 配 置 計 画 す る こ と に よ り 、 地 域 の 発 展 と 開 発 の 効 果 を 全 国 的 に 及 ぼ し 、 国 土 利 用 の 均 衡

を は か ろ う と し た も の で あ っ た 。 具 体 的 に は 、 全 国 的 な 通 信 網 、 航 空 網 の 整 備 、 流 通 拠 点 港 湾 、

高 速 鉄 道 、 幹 線 高 速 自 動 車 道 、 国 際 空 港 等 の 建 設 、 更 に は 農 業 、 工 業 等 の 大 基 地 を 整 備 す る こ と

で あ り 、 そ の た め に は 大 胆 な 投 資 を 行 う 必 要 が あ っ た 。 ま た 、 広 域 生 活 圏 構 想 と は 、 広 域 生 活 圏

の 中 核 と な る 地 方 都 市 の 整 備 と 圏 内 各 地 域 と を 結 ぶ 交 通 体 系 の 整 備 を お こ な い 、 地 方 分 散 を 促 進

す る 構 想 で あ っ た 。 過 密 過 疎 の 問 題 に 対 し て は 、 具 体 的 に 農 村 地 域 工 業 導 入 促 進 法 や 工 業 再 配 置

法、過疎地域対策緊急措置法などの政策が実施されている。

　 こ の 時 期 の 国 土 整 備 の 考 え 方 と し て は 、 政 府 の 公 式 政 策 で は な い が 、 1 9 7 2 ( 昭 和 4 7 ) 年 成 立 の 田

中 内 閣 の 「 日 本 列 島 改 造 論 」 が あ る 。 こ れ は 、 高 度 経 済 成 長 を 前 提 と し 、 新 幹 線 ･ 高 速 道 路 な ど

の 交 通 ･ 情 報 ネ ッ ト ワ ー ク の 先 行 的 整 備 、 工 業 再 配 置 、 新 2 5 万 都 市 の 建 設 育 成 な ど を 行 う 構 想 で

あ っ た 。 し か し 、 交 通 網 整 備 に よ り 全 国 的 に 後 進 地 域 の 土 地 の ポ テ ン シ ャ ル の 向 上 を ね ら っ た 構

想であったので、土地の高騰を招き、かえって地域整備の障害となってしまった。

2.2.6　オイルショック以後の低成長期の政策

(1)オイルショック以後

　 1 9 7 0 年 代 に 入 っ て 、 交 通 機 関 の 自 由 競 争 を 交 通 政 策 の 基 本 に お く こ と は 弊 害 が 大 き い と い う 認

識 に 至 っ た も の の 、 利 用 者 ･ 受 益 者 負 担 の 原 則 は 踏 襲 さ れ て い る 。 1 9 7 3 ( 昭 和 4 8 ) 年 の オ イ ル シ ョ ッ

ク 以 来 、 公 共 交 通 機 関 を 優 先 す る べ き で は な い か と い う 議 論 が 生 ま れ て き て い る が 、 有 効 な 政 策
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が提示されないまま現在に至っている。

　 1 9 7 7 ( 昭 和 5 2 ) 年 に は 第 三 次 全 国 総 合 開 発 計 画 が 策 定 さ れ 、 人 間 居 住 の 総 合 的 環 境 の 整 備 を 基 本

目 標 と し た 定 住 圏 構 想 を 主 眼 と す る 国 土 開 発 の 基 本 姿 勢 が 示 さ れ て い る 。 「 限 ら れ た 国 土 資 源 を

前 提 と し て 、 地 域 特 性 を 生 か し つ つ 、 歴 史 的 ･ 伝 統 的 文 化 に 根 ざ し 、 人 間 と 自 然 と の 調 和 の と れ

た 安 定 感 の あ る 健 康 で 文 化 的 な 人 間 居 住 の 総 合 的 環 境 を 計 画 的 に 整 備 す る 」 こ と を 基 本 目 標 と

し 、 都 市 部 で の 人 口 増 加 や 急 速 な 老 齢 化 と 年 齢 構 成 の 波 動 的 変 動 、 労 働 時 間 の 短 縮 と 自 由 時 間 の

増 加 、 低 成 長 時 代 の 到 来 、 エ ネ ル ギ ー 問 題 の 顕 在 化 な ど が 認 識 さ れ て い る 。 定 住 圏 構 想 に つ い て

は 、 「 全 国 の 各 地 域 に お い て 、 自 然 ･ 生 活 ･ 生 産 の 諸 環 境 を そ れ ら が 調 和 の と れ た 形 で 整 備 し 、 地

域 住 民 が そ の 地 域 で 出 生 か ら 死 亡 に 至 る 生 涯 を 定 住 で き る よ う に な る と い う 構 想 」 で あ る と し て

い る 。 こ の 構 想 は 全 総 以 降 の 新 産 業 都 市 や 大 規 模 プ ロ ジ ェ ク ト 構 想 等 の 地 方 分 散 政 策 を 更 に 推 し

進 め た も の と な っ て い る が 、 1 9 6 2 年 の 全 総 以 来 1 5 年 を 経 て も な お 大 都 市 圏 へ の 集 中 傾 向 は 続 い て

いる。

(2)バブル経済期

　 1 9 8 7 ( 昭 和 6 2 年 ) に は 第 四 次 全 国 総 合 開 発 計 画 が 閣 議 決 定 さ れ 、 目 標 年 次 を 西 暦 2 0 0 0 年 と し 、 特

色 あ る 機 能 を 有 す る 多 く の 極 が 成 立 し 、 特 定 の 地 域 へ の 人 口 や 経 済 機 能 、 行 政 機 能 等 諸 機 能 の 過

度 の 集 中 が な く 、 地 域 間 、 国 際 間 で 相 互 に 補 完 ･ 触 発 し 合 い な が ら 、 交 流 し て い る 多 極 分 散 型 の

国土を形成することを目標としている。

　 三 全 総 に お い て 提 唱 さ れ た 定 住 圏 構 想 に 加 え て 、 四 全 総 で は 更 に 圏 域 相 互 の 交 流 に よ り 地 域 相

互 の 分 担 と 連 携 が 考 慮 さ れ て お り 、 基 幹 的 交 通 に よ る 全 国 １ 日 交 通 圏 の 確 立 や 、 情 報 ･ 通 信 体 系

の 整 備 、 あ る い は 交 流 活 性 化 の た め の ソ フ ト 面 の 充 実 が 必 要 で あ る と さ れ て い る ( 交 流 ネ ッ ト ワ ー

ク 構 想 ) 。 こ の 計 画 に あ わ せ 、 全 国 約 1 4 ,  0 0 0 k m の 高 規 格 幹 線 道 路 網 計 画 が 策 定 さ れ て お り 、 全 国

の 主 要 な 都 市 か ら 概 ね 1 時 間 以 内 に 最 寄 り の イ ン タ ー チ ェ ン ジ へ 到 達 で き る 計 画 と な っ て い る 。

ま た 、 国 際 化 と 世 界 都 市 機 能 の 再 編 成 に よ る 国 際 交 流 機 能 の 分 担 が 盛 り 込 ま れ 、 国 際 的 な 視 野 に

立 っ た 国 土 整 備 の 考 え 方 が 取 り 入 れ ら れ て い る 。 更 に 、 安 全 で 質 の 高 い 国 土 環 境 の 整 備 と し て 、

災害への的確な対応や環境問題への対応が考慮されている。

　 こ の よ う な 分 散 政 策 に も 関 わ ら ず 、 昭 和 末 期 か ら 平 成 初 期 の こ の 時 期 は 、 平 成 景 気 あ る い は バ

ブル経済と呼ばれる好景気が続き、大都市圏への集中と地方部での人口停滞が進行している。

2.3　交通モード別の整備制度の歴史的背景と課題

2.3.1　鉄道網整備に関する政策･制度

(1)鉄道網整備政策･制度の歴史的背景

　 鉄 道 は か つ て は 陸 上 交 通 を ほ ぼ 独 占 し て い た た め 、 ま た 軍 事 目 的 で も 重 要 で あ っ た た め そ の 整

備 は 基 本 的 に は 国 策 と し て 行 わ れ て き て お り 、 1 8 7 2 ( 明 治 5 ) 年 の 我 が 国 初 の 鉄 道 ( 新 橋 - 横 浜 間 ) も 政
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府の直轄事業として行われている。

　 し か し な が ら 、 鉄 道 草 創 期 の 日 本 政 府 は 十 分 に 資 金 を 準 備 す る こ と が で き な か っ た こ と か ら 、

現 在 の 東 北 本 線 で あ る 日 本 鉄 道 ( 1 8 8 3 ( 明 治 1 6 ) 年 に 上 野 - 熊 谷 間 開 通 ) な ど で は 幹 線 鉄 道 で あ る に も

関 わ ら ず 、 建 設 資 金 と し て 民 間 資 金 が 導 入 さ れ 、 半 官 半 民 の 鉄 道 と し て 開 業 し て い る 。 ま た 、 こ

の 時 期 の 鉄 道 は 、 輸 送 力 に お い て 量 ･ 速 度 と も に 水 運 を 上 回 っ て い た た め 、 投 資 対 象 と し て 魅 力

が あ る ほ ど 経 営 が 順 調 で あ り 、 全 国 的 に 多 数 の 民 間 鉄 道 が 建 設 さ れ る こ と と な っ た 。 1 8 8 7 ( 明 治

20)年には私設鉄道認可の基準として私設鉄道条例が制定されている。

　 我 が 国 で 初 め て 鉄 道 整 備 の 基 本 方 針 を 示 し た 鉄 道 敷 設 法 が 1 8 9 2 ( 明 治 2 5 ) 年 に 制 定 さ れ て お り 、

鉄 道 建 設 を 法 定 手 続 に す る と と も に 、 政 府 の 鉄 道 建 設 構 想 が 示 さ れ て い る 。 1 9 0 6 ( 明 治 3 6 ) 年 に は

軍 事 上 の 理 由 と 輸 送 効 率 改 善 の 観 点 か ら 鉄 道 国 有 法 に よ る 私 設 幹 線 鉄 道 の 国 有 化 が お こ な わ れ て

い る が 、 そ れ ま で 会 社 ご と に 徴 収 し て い た 輸 送 費 用 を 通 算 と す る こ と と な っ た た め 、 利 益 率 が 低

下 し 、 ま た 国 有 化 の 際 の 買 収 費 用 の 支 払 が 負 担 と な り 、 こ の 頃 か ら 鉄 道 が 政 府 の 財 政 上 の 重 荷 と

な っ て き て い る 。 1 9 2 2 ( 大 正 1 1 ) 年 に は 改 正 鉄 道 敷 設 法 が 公 布 さ れ 、 よ り 柔 軟 に 鉄 道 建 設 が で き る

ようになったが、これ以降の建設は主にローカル線となっている。

　 戦 後 、 1 9 4 9 ( 昭 和 2 4 ) 年 、 日 本 国 有 鉄 道 が 発 足 し 、 行 政 と 現 業 が 分 離 さ れ る と と も に 、 独 立 採 算

性 が 導 入 さ れ て い る が 、 事 業 の 運 営 に 対 す る 政 府 の 権 限 が 大 き く 、 事 業 と し て 独 立 性 を 欠 い た も

の で あ っ た 。 1 9 6 4 ( 昭 和 3 9 ) 年 、 世 界 銀 行 か ら 総 費 用 の 約 1 7 % を 借 款 に よ り 資 金 調 達 し た 東 海 道 新

幹 線 が 開 業 し 、 鉄 道 の 大 量 ･ 高 速 輸 送 の 特 性 を 明 確 に 示 す こ と で 鉄 道 の 役 割 が 再 認 識 さ れ る よ う

に な っ た 。 東 海 道 新 幹 線 の 成 功 を 受 け 、 1 9 7 0 ( 昭 和 4 5 ) 年 、 全 国 新 幹 線 鉄 道 整 備 法 が 制 定 さ れ 、 全

国的に高速鉄道を整備する方針が打ち出された。

　 し か し な が ら 、 在 来 線 鉄 道 整 備 を 含 め て 幹 線 鉄 道 整 備 財 源 は 国 鉄 の 独 立 採 算 の 枠 内 で 確 保 す る

こ と と な り 、 政 府 の 財 政 投 融 資 か ら の 借 入 金 な ど が 膨 ら み 、 巨 額 長 期 債 務 問 題 と な っ て い る 。

1 9 8 7 ( 昭 和 6 2 ) 年 に は こ の よ う な 債 務 を 分 離 し た 形 で 、 旧 国 鉄 を 貨 物 鉄 道 会 社 と 地 域 ご と の 旅 客 鉄

道会社に事業主体を分割し、株式会社組織となっている。

(2)鉄道網整備政策･制度の特徴と課題

　 我 が 国 の 鉄 道 事 業 の 経 営 は 運 賃 ･ 料 金 収 入 に

よ り 償 う こ と を 原 則 と し て お り １ ０ ） ､ 運 賃 ･ 料 金

は 利 用 者 が 直 接 負 担 す る こ と に な っ て い る 。

し た が っ て 、 事 業 免 許 を 与 え る 基 準 や 運 賃 を

認 可 す る 基 準 は 表 2 . 2 及 び 表 2 . 3 の よ う に 公 共

性 ･ 安 全 性 を 確 保 し な が ら も 採 算 性 が 十 分 確 保

で き る か ど う か が 大 き な 決 め 手 と な っ て い

る 。 鉄 道 事 業 の 歴 史 を 振 り 返 る と 収 益 性 の 高
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　　　　表2.2　鉄道事業の免許基準

基準項目 内容

輸送需要
申請した路線は発生する交通需要から
見て公共の福祉からみて適切か

供給輸送力 輸送力過大で健全な経営を阻害しない
か、又は輸送需要に対し過小でないか

事業基本計画 事業基本計画が安定的･継続的経営を行
い、かつ輸送の安全確保上適切か

申請者の能力 事業を行う上で資金調達･償還･経営管
理･技術的の各能力を有するか

事業の公共性 事業開始が公益上必要かつ適切か



か っ た 時 期 も 多 い が 、 近 年 で は 、 表 2 . 4 の よ う な

事 情 か ら 採 算 性 の 確 保 が 容 易 で は な い 。 こ れ ら の

問 題 点 を 解 決 す る た め に 表 2 . 5 の よ う な 方 策 が 考

えられているが、事業者側の努力事項が多い。

　 一 方 、 欧 米 諸 国 で は 我 が 国 に 比 較 し て よ り 多 く

の 公 的 資 金 が 投 入 さ れ て い る 。 鉄 道 の 整 備 に 公 的

負 担 ･ 公 的 助 成 を 導 入 す る 論 拠 と し て は 表 2 . 6 が あ

る が 、 欧 米 諸 国 で 公 的 資 金 が 導 入 さ れ て い る の

は 、 鉄 道 と い う 社 会 資 本 に 対 す る 基 本 的 な 考 え 方

が日本とは異なることによるものである。

　 例 え ば 、 Ｅ Ｃ に お い て は 表 2 . 7 の よ う な 基 本 的

な 考 え 方 が あ り 、 地 域 間 の 幹 線 鉄 道 に 対 す る 公 的

負 担 ･ 助 成 の 割 合 は 1 9 8 7 年 時 点 で イ ギ リ ス 鉄 道 公

社 ( B R ) で 5 4 .  6 % 、 西 ド イ ツ 国 鉄 ( D B ) で 5 9 .  9 % 、 フ ラ ン ス 国 鉄 ( S N C F ) で 8 7 .  5 % 、 日 本 国 有 鉄 道 ( J N R )

で 1 8 .  1 % で あ る 。 ま た 、 高 速 幹 線 鉄 道 の 財 源 に つ い て は 表 2 . 8 の よ う に な っ て い る が 、 日 本 の 整 備

新 幹 線 で は J R の 負 担 割 合 は 5 0 % と な り 、 東 海 道 、 山 陽 、 東 北 、 上 越 各 新 幹 線 の 交 通 事 業 者 の 負 担

割 合 が 1 0 0 % で あ る こ と を 考 え る と 、 我 が 国 で も 鉄 道 建 設 へ の 公 的 資 金 の 導 入 が 徐 々  に 行 わ れ て き

ていることがわかる。
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　　　表2.5　採算性の問題の解決方策の例

解決方策 内　　　容

需要の確保 ・沿線宅地開発の促進
・駅周辺地区の高度利用
・鉄道施設の上空利用
・大規模集客施設の立地促進

良質の鉄道 ・多様な運賃の設定、運行頻度の増加、
提供 ・乗継ぎターミナルの利便性向上

・アクセス交通機関の整備
コストの ・需要に見合った施設の整備
削減 ・工事期間の短縮

・建設技術の革新
助成制度の ・開発利益の還元
確立 ・公的資金の導入

・鉄道整備基金の創設

　　　表2.3　鉄道運賃料金の認可基準

能率的経営で適正原価を償い、かつ適正利潤を含む

特定旅客･荷主に不当な差別的取り扱いをしない
旅客･貨物の運賃･料金負担能力を考慮し、旅客･荷
主が当該事業利用が困難でないこと
他鉄道事業者との間に不当競争を引き起こす恐れが
ないこと

表2.4　鉄道事業の採算性確保を困難にする要因

要因 内容

建設費上昇 建設費上昇､物価高騰､用地費上昇､難工
事の増加､公害防止等環境対策費増加等

建設期間の
長期化

用地取得の長期化､難工事増加等により
開業までの間収入が得られず金利が嵩む

他交通機関
との競合

都市部での他鉄道路線･自動車との競合
で当初計画需要が確保できない

住宅･企業
立地の遅れ

大規模開発地での整備の場合､開発の進
捗が遅いと開業時の収入少ない

開発利益還
元ｼｽﾃﾑない

沿線地域の膨大な開発利益を鉄道事業に
還元するシステムがない

　表2.6　鉄道整備への公的資金の導入の論拠

論拠 内容

公共財論 鉄道を公共財的社会資本(市場機構では
供給が不可能な財)とみなす考え方

ｼﾋﾞﾙﾐﾆﾏﾑ･
ﾅｼｮﾅﾙﾐﾆﾏﾑ論

交通弱者のため･国土の最低限の交通サ
ービスの提供のため、鉄道のような公共
輸送機関も整備すべきという論

価値財論 鉄道を､市場機構では供給不十分なため､
財政援助で最低限の水準を充足させる必
要があると認められる財(価値材)とする

外部性の
存在

鉄道整備は他路線･道路利用者･駅周辺の
土地･地域経済に対し外部効果をもたら
し､これらを還元できなければ供給は最
適量以下になるため､公的資金導入で最
適量に供給量を近づけるべきという論

規模の経済
性・範囲の
経済性

鉄道はネットワークとして機能するため
幹線整備によって全体の経済性を高める
ことができる（→範囲の経済性）が､こ
の種の路線を民間が供給しにくい場合は
公共が供給すべきという論

ｲｺｰﾙﾌｯﾃｨﾝｸﾞ
論

自動車は一般道路を公的資金により供給
しているため､競争条件を同一とするた
め鉄道の施設部分の建設費用等は公的資
金で補うべきものである(わが国では道
路特定財源が確保されているのでこの論
拠は薄れているという議論もある)

省ｴﾈﾙｷﾞｰ・
環境対策

単位輸送量に対するエネルギー消費量及
び環境負荷量は鉄道の方が道路よりも少
ないため､公的負担や補助を増額しても
鉄道整備を促進すべきであるとする論

定時性
確実性

所得上昇により時間価値が高まる傾向に
あり､交通輸送の定時性･確実性が重要と
なり､定時性の優れた鉄道の優先的整備
が必要であるという論



　 し か し 、 交 通 の 地 域 に 及 ぼ す 影 響 ( と り わ け

5 0 年 後 、 1 0 0 年 後 に 至 る ま で の 長 期 的 影 響 ) が 我

が 国 の 鉄 道 事 業 制 度 の な か で 十 分 に 評 価 さ れ て

いると言えるまでには至っていない。

2.3.2　道路網整備に関する政策･制度

(1)道路網整備政策･制度の歴史的背景

　 明 治 期 以 降 の 我 が 国 の 陸 上 交 通 は 、 戦 後 の 国 道 改 良 や 高 速 自 動 車 国 道 建 設 が 始 ま る ま で の 長 期

に わ た り 鉄 道 優 先 主 義 で あ り 、 特 に 都 市 間 道 路 網 は 江 戸 時 代 の 街 道 ネ ッ ト ワ ー ク そ の ま ま で あ っ

た 。 道 路 整 備 に 充 て ら れ る 費 用 は 少 な く 、 図 2 . 4 の よ う に 、 ほ と ん ど が 地 元 負 担 で あ っ た 。 ま た 、

1 8 7 1 ( 明 治 4 ) 年 の 太 政 官 布 告 第 6 4 8 号 に よ り 、 道 路 や 水 路 を 私 費 で 建 設 し た 場 合 、 一 定 の 期 間 に つ

い て 有 料 で 供 す る こ と が 認 め ら れ て お り 、 こ の 考 え 方 は 1 9 3 1 ( 昭 和 6 ) 年 の 自 動 車 交 通 事 業 法 に よ る

自 動 車 道 事 業 制 度 へ と 受 け 継 が れ て い る 。 同 時 期 に 名 岐 自 動 車 道 ( 名 古 屋 - 岐 阜 間 ) や 三 州 自 動 車 道

(豊橋-豊川間)などの都市間道路も株式会社組織により整備されている。

　 1 9 5 6( 昭 和 3 2 ) 年 に は 国 土 幹 線 縦 貫 自 動 車 道 建 設 法 が 公 布 さ れ 、 名 神 高 速 道 路 ( 小 牧 - 西 宮 間 ) の 建

設 が 開 始 さ れ た 。 1 9 6 2 ( 昭 和 3 8 ) 年 に は 栗 東 - 尼 崎 間

が我が国初の高速道路として開通している。

　 こ の よ う に 我 が 国 で は ① か つ て は 国 力 が な か っ

た こ と 、 ② 都 市 間 道 路 が 未 発 達 で 道 路 交 通 の ほ と

ん ど が 地 域 内 交 通 で あ っ た こ と 、 ③ 江 戸 時 代 の 街

道 整 備 の 際 の 負 担 の 名 残 、 等 の 理 由 に よ り 利 用 者

負 担 や 地 元 負 担 の 考 え 方 が か な り 初 期 の 段 階 か ら

見られる。

(2)道路網整備政策･制度の特徴と課題

　 近 年 の 我 が 国 の 道 路 整 備 は 道 路 特 定 財 源 制 度 と
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　　　表2.8　高速幹線鉄道の財源構成の比較

路線 国庫補助 地方補助 事業者

新幹線 (JNR)
　1)東海道・山陽 0% 0% 100%
　2)東北・上越
整備新幹線 基礎施設 基礎施設
　1)東北（盛岡～青森) 40% 10% (JR)
　2)北陸（高崎～大阪) 駅等 駅等 50%
　3)九州（福岡～鹿児島) 25% 25%

仏TGV (SNCF)
　1)南東線　　(ﾊﾟﾘ～ﾘﾖﾝ) 0% 0% 100%
　2)アトランティック線
　　　　　　　(ﾊﾟﾘ～ﾙﾏﾝ) 30% 0% 70%
　3)東方線 30% 18% 52%
　　　(ﾊﾟﾘ～ｽﾄﾗｽﾌﾞｰﾙ) (案) (案) (案)

西独ICE (DB)
　1)ﾊﾉｰﾊﾞｰ～ｳﾞｪﾙﾂﾌﾞﾙｸﾞ 100% 0% 0%
　2)ﾏﾝﾊｲﾑ～ｼｭﾄｩｯﾄｶﾞﾙﾄ

表2.7　ＥＣにおける公的負担・助成の考え方

考え方 内容

通路概念
鉄道の基礎施設は「通路」概念の下に道
路や水路と同様､国･州･地方自治体の社会
資本の構成部分とみなす

政策ｺｽﾄ
の要求者
負担主義

不採算路線の存在を政府側が要求する場
合は「公共サービス義務の補償」として､
欠損を公共が負担すべきである

競争条件
の均等化

鉄道の競争条件の不公平性を是正するた
め、他交通機関と異なる条件で負担して
いる経費を財政的に補償､鉄道職員退職年
金、踏切経費への補償が相当

その他
9.1%

郡市町村
負担
37.2% 道府県負

担
46.5%

国庫負担
7.2%

1878～1911
の総道路費
35,617万円

図2.4　明治期の道路整備費負担割合１１）



有 料 道 路 制 度 に よ り 進 め ら れ て き て い る 。 道 路

特 定 財 源 制 度 は 、 受 益 者 負 担 、 損 傷 者 負 担 を 基

本 理 念 と し て お り 、 表 2 . 9 の よ う な 特 徴 が あ る と

さ れ て い る 。 し か し な が ら 、 こ の 考 え 方 も 直 接

的 な 利 益 を 得 る 者 の 負 担 だ け を 考 慮 し て い る な

どの問題もある。

　 有 料 道 路 建 設 に 要 す る 費 用 は 政 府 保 証 債 、 政

府 引 受 債 、 公 共 企 業 債 、 縁 故 債 等 の 借 入 金 に 大

部 分 を 依 存 し て お り 、 こ の 借 入 金 は 完 成 後 通 行

す る 車 両 か ら 徴 収 す る 料 金 に よ り 償 還 さ れ る 。

有 料 道 路 の 料 金 は 、 償 還 主 義 の 原 則 、 公 正 妥 当

主義の原則、便益主義の原則に基づいている。

　 現 在 の 道 路 整 備 制 度 に よ る 実 質 的 な 負 担 者 は

図 2 . 5 の よ う に 試 算 さ れ て お り １ ２ ） 、 自 動 車 利 用

者 に よ る 負 担 は 大 き い が 、 一 般 財 源 に よ る 負 担

もかなりの部分を占めていることがわかる。

　 一 方 、 道 路 整 備 に は 表 2 . 1 0 の よ う な 問 題 が あ

り 、 社 会 的 費 用 の 増 大 や 開 発 利 益 の 還 元 、 有 料

道 路 制 度 な ど の 問 題 は 鉄 道 整 備 の 場 合 と 類 似 し て い る 。 し か し 、 道 路 整 備 の 場 合 基 本 的 に 特 定 財

源 が 確 保 さ れ て い る と い う 点 や 一 般 財 源 を 用 い て 整 備 す べ き 社 会 基 盤 と し て 国 民 の コ ン セ ン サ ス

を得ているという点で、鉄道(除く整備新幹線)の場合とは異なっている。

2.3.3　港湾整備に関する政策･制度

(1)港湾整備政策･制度の歴史的背景

　 我 が 国 で は 、 平 地 が 少 な い た め に 古 く か ら 埋 立 地 に 港 湾 施 設 と と も に 都 市 施 設 も 計 画 さ れ る な

ど 、 両 者 が 併 存 し て き た 背 景 を 持 ち 、 港 湾 は 地 域 開 発 ･ 国 土 開 発 の 戦 略 的 な 手 段 と さ れ て き て い
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表2.9　道路整備の特徴　　
性　質 具　体　的　特　徴

効率性
受益者負担の理念に基づいているので､道路
整備のニーズが道路投資に反映され､資源の
効率的配分に資する

公平性 排除性があり､受益者負担が公平の観点から
正当化される

安定性 道路特定財源制度はその財源が安定的に確保
される制度である

合理性 税収が道路整備に充当されることを前提に課
税するので､納税者の理解が得られやすい

26.9%
62.4%

0.0%

10.7%

一般道路

18.9%

7.5%

48.5%

25.0%

全事業費
0.0%1.1%

90.7%

8.2%

有料道路

現在利用者

後年度利用者

一般財源

後年度一般財源

（昭和６１年度）

57.3%

0.0%

30.5%

12.2%

地方道6.1%

0.0%

77.9%

16.0%

国道

図2.5　道路種別の財源構成１２）

表2.10　道路整備の問題点

課　題 課　題　の　具　体　的　内　容
社会的費
用の増大

建設費･維持修繕費･用地費･渋滞･事故･災害
･環境などの社会的費用が将来も増大

開発利益
の還元

道路建設の便益は地価上昇として地主に帰
着するが、便益を道路建設に還元するシス
テムがない

有料道路
制度

日本の有料道路制度は原則独立採算だが、
大都市部では建設費が増大し、地方部では
採算に合わない等の問題を生じている

特定道路
整備財源

道路関連施設には自動車利用とは関係のな
いものも含まれ､一般財源の投入も必要

重点対策
の対象

どのような施設を重点的に整備するかとい
う問題



る 。 港 湾 関 係 で は 昭 和 初 期 頃 か ら 沿 岸 水 域 を 欧 米

の 運 河 に 相 当 す る 水 路 と 位 置 づ け る と と も に 、 そ

れ ま で の 集 中 投 資 か ら 分 散 投 資 へ と 変 化 し つ つ あ

る 。 地 方 へ の 分 散 投 資 は 港 湾 を 中 核 と し て 地 方 産

業 を 振 興 さ せ 、 そ れ に よ っ て 地 域 の 開 発 効 果 を 高

め て ゆ こ う と す る 考 え 方 に 基 づ く も の で あ り 、 今

日 の 日 本 の 港 湾 開 発 の 基 本 的 な 考 え 方 と な っ て い

る１３）。

　 表 2 . 1 1 に 示 す よ う に 、 明 治 期 に お い て は 、 港 湾 は 国 の 直 接 管 理 下 に 置 か れ 、 殖 産 興 業 を 推 進 す

る 上 で 、 ま た 貿 易 を 振 興 す る 上 で 重 要 な 役 割 を 果 た し て き た 。 昭 和 以 降 、 特 に 1 9 5 0 ( 昭 和 2 5 ) 年 の

港 湾 法 の 制 定 後 は 、 港 湾 を 地 域 経 済 振 興 の 基 盤 と し て 位 置 づ け 、 港 湾 の 機 能 と し て 、 ① 本 来 の 機

能 で あ る 交 通 機 能 を 利 用 し た 流 通 拠 点 、 ② 交 通 機 能 を 利 用 す る 産 業 の 産 業 基 盤 、 ③ 都 市 機 能 の 一

部、等が認められている。

　 1 9 5 0 ( 昭 和 2 5 ) 年 、 港 湾 法 が 制 定 さ れ 、 港 湾 管 理 行 政 は 地 方 行 政 の 一 つ と し て 行 わ れ る べ き と の

考 え 方 の 下 に 、 港 湾 管 理 者 は 地 方 公 共 団 体 を 母 体 と す る 港 務 局 ま た は 地 方 公 共 団 体 の い ず れ か で

あり、その選択は地方公共団体の自由意志に任せることとなった１４）。

　 欧 米 で は 、 港 湾 を 交 通 産 業 の 一 つ と し て と ら え 、 独 立 採 算 で あ り 、 港 湾 整 備 に 関 し て 中 央 政 府

は 基 本 的 に 関 与 し な い 傾 向 が 強 い 。 し か し 、 我 が 国 で は 港 湾 の 直 接 管 理 は 地 方 が 行 い 、 国 全 体 の

港 湾 開 発 の 基 本 方 針 は 中 央 政 府 が 決 め る 形 態 と な っ て い る 。 こ の た め 、 港 湾 整 備 は 公 共 事 業 と し

て と ら え ら れ 、 単 独 で の 財 政 的 自 立 は 意 図 さ れ て い な い 。 例 え ば 、 全 国 総 合 開 発 計 画 に お け る 新

産 業 都 市 や 工 業 整 備 特 別 地 域 は 、 一 部 の 例 外 を 除 き 、 大 半 が 臨 海 部 に 位 置 す る な ど 、 産 業 政 策 と

一体的な関係を持ってきているという特徴がある。

(2)港湾整備政策･制度の特徴と課題

　 港 湾 法 で は 港 湾 開 発 に つ い て 国 と 地 方 公 共 団 体 の

負 担 割 合 が 明 ら か に さ れ 、 港 湾 は 管 理 者 の 立 場 か ら

見 た 場 合 に は 、 管 理 者 の 考 え 方 を 支 援 す る 形 で 国 土

の 開 発 を 進 め る た め の イ ン フ ラ ス ト ラ ク チ ャ ー と し

て 認 識 さ れ る よ う に な っ て い る 。 ま た 、 港 湾 管 理 者

も 地 方 公 共 団 体 に 限 定 さ れ て い る こ と か ら も 、 公 共

性が重視されていると言える。

　 図 2 . 6 は 平 成 8 年 度 の 港 湾 関 連 予 算 案 の 財 源 構 成 で あ

る 。 一 見 、 利 用 者 負 担 が 大 き く 見 え る が 、 全 体 の 約

半 分 を 占 め る 港 湾 そ の も の の 整 備 費 用 は 全 額 を 国 と
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表2.11　港湾整備の背景の変遷

時　期 分散/集中 　施　策 目　的

江戸時代 分散投資 沿岸航路整備
国内流通
促進

明治期～ 集中投資 重要港湾整備 貿易振興

昭和初期
～
分散投資 沿岸航路の積極利用 地域開発

戦後
復興期～

分散投資 港湾法制定 地方振興･
分権

高度経済
成長期～

拠点投資 全国総合開発計画 拠点開発

(港湾業務用施設等) (防波堤･岸壁･泊地)

地方費
22.1%

利用者
51.9%

国費

26.0%

(引船･荷役機械･
埠頭用地･上屋･臨
海地造成等)

港湾関係
起債事業
44.1%

港湾関係民活事業

7.8%

港湾整備事業
48.1%

全事業費14,012億円

図2.6　港湾整備財源の構成１５）



地 方 が ほ ぼ 半 分 ず つ 負 担 す る よ う に な っ て い る 。 こ れ ら 公 的 な 資 金 の ほ と ん ど は 港 湾 の 影 響 が 広

範 囲 で あ る こ と を 理 由 に 国 費 ･ 地 方 費 と も 一 般 財 源 か ら 確 保 さ れ 、 め ぼ し い 特 定 財 源 を 持 た な

い。したがって開発利益の還元は租税として一般財源に繰り入れられることで行われる。

　 臨 海 工 業 が 衰 退 し つ つ あ る と い わ れ る 昨 今 、 一 般 財 源 か ら 港 湾 整 備 の 費 用 を 賄 っ て い る 根 拠 は

薄 れ つ つ あ る と も い え る が 、 社 会 的 な 影 響 が 大 き い こ と が 一 般 に 認 知 さ れ て い れ ば 、 一 般 財 源 を

整備財源とすることのできる実例であると考えられる。

2.3.4　空港整備に関する政策

(1)空港整備政策･制度の歴史的背景

　 我 が 国 の 航 空 路 が 交 通 体 系 の 一 部 と し て 実 際 に 機 能 し 始 め る の は 戦 後 で あ る 。 終 戦 後 1 9 4 5 ( 昭 和

2 0 ) 年 、 連 合 国 側 に よ り 日 本 の 航 空 機 所 有 と 自 主 運 行 体 制 及 び そ の 他 一 切 の 航 空 に 関 す る 活 動 が 禁

止 さ れ た が 、 朝 鮮 戦 争 勃 発 に 伴 う 連 合 国 総 司 令 部 の 日 本 管 理 政 策 の 変 化 も あ り 、 1 9 5 1 ( 昭 和 2 6 ) 年

に は 日 本 航 空 株 式 会 社 が 設 立 さ れ 、 米 国 の ノ ー ス ウ エ ス ト 航 空 に 委 託 す る 形 で 東 京 - 大 阪 - 福 岡 間

に 国 内 定 期 航 空 が 再 開 さ れ た 。 1 9 5 2 ( 昭 和 2 7 ) 年 の 「 日 本 国 と の 平 和 条 約 」 発 効 に よ り 日 本 の 主 権

は 回 復 さ れ 、 航 空 活 動 に 関 す る 制 約 も 解 消 し て お り 、 翌 年 に は 全 日 空 の 前 身 で あ る 日 本 ヘ リ コ プ

ターと極東航空がそれぞれ国内ローカル線の運行を開始している。

　 空 港 を 整 備 す る た め の 法 律 と し て は 、 1 9 5 6 ( 昭 和 3 1 ) 年 に 空 港 整 備 法 が 制 定 さ れ て お り 、 空 港 を 3

種 に 分 け 、 国 際 的 航 空 路 線 に 必 要 な 第 1 種 空 港 、 主 要 な 国 内 航 空 路 線 に 必 要 な 第 2 種 空 港 、 地 方 的

な 航 空 運 送 を 確 保 す る た め に 必 要 な 第 3 種 空 港 に 分 け 、 そ の 整 備 負 担 に つ い て 国 と 地 方 の 比 率 を

そ れ ぞ れ 1 0 0 : 0 、 7 5 : 2 5 、 5 0 : 5 0 と 取 り 決 め た ( そ の 後 、 財 政 難 を 理 由 に 国 の 補 助 率 は 引 き 下 げ ら れ る

傾向にある)。

　 1 9 6 0 年 代 後 半 か ら は 、 航 空 需 要 増 大 等 の 問 題 に 対 応 す る た め 、 1 9 6 5 ( 昭 和 4 0 ) 年 に は 空 港 整 備 特

別 会 計 を 設 け 、 空 港 使 用 料 を 特 定 財 源 と す る 空 港 整 備 特 別 会 計 が 設 け ら れ て い る 。 1 9 6 7 ( 昭 和 4 2 )

年 に は 第 １ 次 空 港 整 備 ５ カ 年 計 画 が 策 定 さ れ 、 計 画 的 な 空 港 整 備 が 行 わ れ る よ う に な っ て き て い

る 。 1 9 7 1 ( 昭 和 4 6 ) 年 に は 航 空 援 助 施 設 利 用 料 が 、 翌 年 に は 航 空 機 燃 料 税 が そ れ ぞ れ 特 定 財 源 と し

て設定されている。

　 1 9 7 0 ( 昭 和 4 5 ) 年 か ら の 第 ２ 次 空 港 整 備 ５ カ 年 計 画 で は 、 同 年 に 創 設 さ れ た 空 港 整 備 特 別 会 計 を

財 源 と し て 、 騒 音 対 策 、 成 田 空 港 整 備 ･ 大 阪 空 港 改 良 、 基 幹 空 港 の ジ ェ ッ ト 化 促 進 、 な ど が す す

め ら れ て い る 。 ま た 輸 送 量 の 急 激 な 伸 び や 羽 田 ･ 大 阪 両 空 港 の 処 理 能 力 が 限 界 に 近 づ い た こ と に

より、1970年代、航空各社は大型旅客機の導入を行っている。

　 1 9 7 6 ( 昭 和 5 1 ) 年 か ら の 第 ３ 次 空 港 整 備 ５ カ 年 計 画 は 、 同 年 か ら の 「 昭 和 5 0 年 代 前 期 経 済 計 画 」

に 基 づ い て 策 定 さ れ 、 経 済 政 策 と 一 体 と な っ て 策 定 さ れ て い る 。 1 9 7 8 ( 昭 和 5 3 ) 年 に は 成 田 空 港 が

開港している。
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　 1 9 8 1 ( 昭 和 5 6 ) 年 か ら の 第 ４ 次 空 港 整 備 ５ カ 年 計 画 は 、 1 9 7 9 ( 昭 和 4 9 ) 年 か ら の 「 新 経 済 社 会 ７ カ 年

計 画 」 に 基 づ い て 策 定 さ れ 、 成 田 空 港 第 2 期 工 事 、 羽 田 空 港 沖 合 展 開 、 関 西 国 際 空 港 整 備 や 地 方

空港のジェット化が推進されている。

　 1 9 8 6 ( 昭 和 6 1 ) 年 か ら の 第 ５ 次 及 び 第 ６ 次 空 港 整 備 ５ カ 年 計 画 で は 、 第 ４ 次 計 画 に 引 き 続 き 、 成

田 ･ 羽 田 ･ 関 空 の ３ 大 プ ロ ジ ェ ク ト 整 備 や 地 方 空 港 ジ ェ ッ ト 化 な ど の 整 備 が が す す め ら れ て い る 。

ま た 1 9 8 6 ( 昭 和 6 1 ) 年 の 運 輸 政 策 審 議 会 の 答 申 を 受 け 、 航 空 会 社 の 独 占 を 防 ぐ た め 国 際 線 ･ 国 内 線 の

ダブルトラック化が進められた。

(2)空港整備政策･制度の特徴と課題

　 我 が 国 の 空 港 整 備 は 空 港 整 備 ５ カ 年 計 画 に よ り 推 進 さ れ

て い る が 、 投 資 額 の う ち 4 2 ～ 6 0 % が 国 に よ る 投 資 、 他 は 地

方 公 共 団 体 と 空 港 公 団 、 空 港 株 式 会 社 が 投 資 し て い る 。 国

の 空 港 整 備 特 別 会 計 の 財 源 構 成 は 表 2 . 1 2 の よ う に 、 空 港 使

用 料 に 大 き く 依 存 し て お り 、 一 般 財 源 か ら の 受 入 れ は 少 な

い 。 一 方 、 米 国 で は チ ケ ッ ト 税 が 主 な 財 源 と な っ て お り 、

我 が 国 、 米 国 と も に 利 用 者 負 担 が 原 則 と な っ て い る 。 米 国

で は 航 空 利 用 者 か ら 徴 収 さ れ た 諸 税 は プ ー ル さ れ た 上 で 各 空 港 の 整 備 財 源 と な る が 、 整 備 の 対 象

と な る 空 港 は 特 定 さ れ て い な い 。 我 が 国 で は 第 １ 種 空 港 ･ 第 ２ 種 空 港 で は 空 港 整 備 会 計 と し て 収

入 が プ ー ル さ れ 、 整 備 計 画 に し た が っ て 支 出 さ れ る が 、 第 ３ 種 空 港 で は 基 本 的 に 地 方 公 共 団 体 の

負 担 と な る 。 更 に 、 東 京 国 際 空 港 と 関 西 国 際 空 港 は 大 き な 収 入 源 と な る 可 能 性 が あ る に も か か わ

ら ず 、 独 立 採 算 で あ る 。 つ ま り 、 我 が 国 で は 空 港 整 備 に 関 し て は 内 部 補 助 シ ス テ ム が か な り 限 定

されている。

　 現 在 、 我 が 国 の 航 空 路 は 空 港 で の 他 の 交 通 機 関 と の ア ク セ ス が 悪 い な ど の 問 題 点 を 抱 え て お

り 、 都 市 と 都 市 を 結 ぶ 交 通 シ ス テ ム と し て の 観 点 が 乏 し い 状 況 に あ る と 言 え る 。 ま た 、 空 港 と 航

空 路 は 鉄 道 の 駅 と 列 車 の 関 係 に 相 当 す る と 考 え ら れ る が 、 空 港 と 航 空 路 は そ れ ぞ れ 異 な る 事 業 者

で あ る た め 、 独 立 採 算 が 原 則 と な り 、 内 部 補 助 が 行 い に く く な っ て お り 、 航 空 路 の 事 業 者 は 航 空

運賃収入以外に基本的には収入がない。

2.4　我が国の国土と交通網整備に関する政策の特徴と本研究での考察視点

2.4.1　国土と交通網整備に関する政策の特徴

(1)総合的な交通政策の欠如

　 我 が 国 で は 個 々  の 交 通 機 関 に 関 し て の 整 備 制 度 は 存 在 し て い る が 、 交 通 網 全 体 に 対 す る 具 体 的

な 政 策 が 欠 如 し て い る と 考 え ら れ る 。 全 国 総 合 開 発 計 画 に 始 ま る 国 土 の 総 合 計 画 も 策 定 さ れ て い

る が 、 国 土 構 造 の 根 幹 を な す 交 通 網 整 備 は 交 通 モ ー ド ご と の 整 備 制 度 に 依 存 し て お り 、 四 全 総 ま
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　　表2.12　空港整備財源の日米比較

日本 米国

一般財源 11.1% 出国税 2.3%

航空機燃料税 23.3% 燃料税 3.1%

空港使用税 23.2% チケット税 68.7%

雑収入 26.7% 航空貨物税 3.9%

借入金 11.4% 利息収入 22.0%

その他 4.3%



で の 一 連 の 全 総 計 画 は 本 来 グ ロ ー バ ル な 視 点 の 計 画 で あ る に も 関 わ ら ず 、 そ の 実 施 に あ た っ て は

総合的な視点からの政策とはなっていない。

(2)政策目標達成の確認の欠如

　 こ れ ま で の 我 が 国 の 国 土 整 備 政 策 に は い く つ か の 政 策 目 標 が 掲 げ ら れ て き て い る が 、 こ れ ら に

つ い て は 定 量 的 な 目 標 が 定 め ら れ て い な い こ と が 多 く 、 定 量 的 目 標 が 示 さ れ て い る 場 合 に つ い て

も そ の 定 義 が 曖 昧 で あ る と い っ た 問 題 が あ る 。 ま た こ れ ら 目 標 を 達 成 し た か 否 か に つ い て 定 量 的

な視点から政策の検討が十分には行われてきていないと考えられる。

(3)政策の柔軟性に欠ける

　 採 算 性 を 前 提 と し た 鉄 道 や 有 料 道 路 の 整 備 制 度 や 、 重 厚 長 大 産 業 が 産 業 の 中 心 で あ る こ と を 前

提 と し た 港 湾 整 備 制 度 な ど 、 制 度 が 定 め ら れ た 時 点 で は 当 時 の 社 会 情 勢 に 適 合 し て い た が 、 現 在

の 社 会 情 勢 で は 必 ず し も 決 定 的 な 理 由 を 持 た な く な っ た 制 度 も 存 在 し て い る 。 こ れ ら 制 度 の 社 会

状況への迅速な対応がなされていない。

(4)産業政策との結びつきが強い

　 我 が 国 で は 港 湾 ･ 道 路 ･ 空 港 な ど に お い て は 公 的 資 金 の 投 入 や 特 定 財 源 が 確 保 さ れ る な ど 、 整 備

財 源 確 保 が 比 較 的 ス ム ー ズ に 行 わ れ て い る と 考 え ら れ る 。 こ れ ら は 製 造 業 な ど の 物 流 を 伴 う 産 業

と密接な関係があり、直接的な影響が比較的明らかであるという特徴がある。

(5)独立採算性

　 ほ と ん ど の 交 通 整 備 に お い て 、 交 通 事 業 者 の 独 立 採 算 が 重 要 視 さ れ て い る 。 港 湾 整 備 で は 周 辺

地 域 へ の 影 響 が 考 慮 さ れ て い る が 、 鉄 道 や 有 料 道 路 に お い て は 整 備 か ら 経 営 に 至 る ま で 、 ほ ぼ 完

全 に 独 立 採 算 で あ る 。 一 般 道 路 整 備 や 空 港 整 備 で は イ ン フ ラ 整 備 に 特 定 財 源 が 充 て ら れ 、 受 益 者

負 担 と な っ て い る が 、 一 般 財 源 も 投 入 さ れ て お り 、 都 市 や 地 域 へ の 影 響 が あ る 程 度 考 慮 さ れ て い

る 。 ま た 、 鉄 道 に お い て も 近 年 の 整 備 新 幹 線 に お い て も 部 分 的 に 公 共 資 金 が 投 入 さ れ る な ど の 変

化 も 見 ら れ る 。 し か し 、 概 し て 欧 米 諸 国 な ど に 比 べ て 公 共 資 金 の 比 率 が 少 な く な っ て い る の は 、

我が国では交通が地域に与える影響が十分に認識されていないことが原因であると考えられる。

(6)古くから民間資金の導入が行われている

　 明 治 期 に お い て も 幹 線 鉄 道 整 備 や 都 市 間 道 路 整 備 な ど に 民 間 資 金 が 導 入 さ れ 、 近 年 に お い て も

J R の 発 足 と 株 式 の 売 却 に よ る 民 間 資 金 の 導 入 が 行 わ れ る な ど 、 交 通 整 備 へ の 公 的 資 金 導 入 は 少 な

く 、 独 立 採 算 の 原 則 が 守 ら れ て い る 。 こ れ は 、 交 通 が 間 接 的 に 地 域 や 社 会 に 与 え て い る 影 響 の 大

きさについて明らかにされていない部分の多いことが原因であると考えられる。

2.4.2　政策の特徴の相互関係と本研究の分析視点

(1)政策の特徴の相互関係

　 2 . 4 .  1 で 示 し た わ が 国 の 政 策 の 特 徴 に つ い て 、 そ れ ら の 相 互 関 係 を 図 示 す る と 図 2 . 7 の よ う に な
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る 。 ま ず 、 産 業 振 興 を 優 先 さ せ る 政 策 が 古 く か ら 存 在 す る こ と で 国 土 整 備 が 産 業 政 策 と 強 い 結 び

つ き を 持 っ て い た と 同 時 に 、 交 通 事 業 が か つ て は 高 収 益 事 業 で あ っ た た め 、 交 通 を 営 利 事 業 と し

てとらえるという視点も古くから発達していた。

　 一 方 、 政 策 実 施 そ の も の の 状 況 と し て は 、 古 く か ら 政 策 の 目 標 が 曖 昧 で あ り 、 政 策 の 影 響 を 明

ら か に す る 方 法 に つ い て も 不 十 分 で あ っ た た め 、 政 策 目 標 の 達 成 に つ い て の 確 認 が 不 十 分 に な り

が ち で あ り 、 時 代 に 合 わ せ た 柔 軟 な 政 策 の 実 施 が 難 し く 、 複 数 の 交 通 機 関 の 考 慮 や 地 域 へ の 影 響

を考慮した総合的な交通政策を実施することもできなくなっていたと考えられる。

　 さ ら に 、 明 治 期 で は 政 府 の 財 政 状 況 が 貧 弱 で あ っ た た め 、 幹 線 交 通 機 関 の 整 備 で あ っ て も 民 間

資金を導入するなど、採算性を重視せざるを得ない状況であった。

　 こ れ ら の 状 況 か ら 、 わ が 国 で は 交 通 網 整 備 な ど に お い て は 、 個 々  の 事 業 に お け る 独 立 採 算 を 重

視した整備制度が発達し、現在の交通網および国土の構造を形成したと考えられる。

(2)地域分析上の課題

　 図 2 . 7 の 相 互 関 係 に お い て 、 地 域 分 析 上 の 課 題 と し て は 、 a ) 政 策 実 施 に よ る 影 響 を 計 測 す る 方 法

を 明 確 に す る こ と 、 b ) 交 通 網 整 備 等 の 政 策 が 実 際 に ど の よ う な 影 響 を 与 え た か を 明 ら か に す る こ

と 、 c ) 政 策 が 所 期 の 目 的 を 達 し 得 た か ど う か 確 認 す る こ と 、 な ど を 挙 げ る こ と が で き る 。 し た

が っ て 、 本 研 究 の よ う な こ れ ま で の 政 策 の 結 果 を 明 ら か に す る 場 合 、 こ れ ら 各 点 を 考 慮 し た 視 点

が必要である。

(3)本研究での考察視点

　 交 通 網 等 の 整 備 が 地 域 に 与 え る 影 響 を 分 析 す る 際 に は 、 ま ず 、 こ れ ま で の 交 通 や 国 土 の 整 備 に

関 す る 政 策 に お い て 欠 け て い た と 考 え ら れ る 「 地 域 の 発 展 に 与 え た 影 響 」 の 視 点 が 必 要 で あ る 。
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(1)総合的な交通政策の欠如

(2)政策目標達成の確認の欠如

(3)政策の柔軟性に欠ける

(4)産業政策との強い結びつき

(5)独立採算 (6)古くから民間資金導入

個々の整備制度の並立

現在の交通網

産業振興政策

地域への影響の視点の欠落

目標の水準が曖昧

水準の計測が曖昧

かつての貧弱な財政

地域分析上の課題

図2.7　政策の特徴の相互関係と地域分析上の課題(図中の番号は2.4.1の特徴に対応)



次 に 、 こ の 地 域 発 展 に 与 え る 大 き な 要 因 と し て の 「 地 域 の 圏 域 構 造 」 や 「 地 域 の 交 流 可 能 性 の 変

遷 」 を 明 ら か に す る 視 点 が 必 要 で あ る 。 さ ら に 、 圏 域 構 造 や 交 流 可 能 性 に 大 き な 影 響 を 与 え る

「 地 域 の 相 対 的 位 置 関 係 の 変 遷 」 を 明 ら か に す る 視 点 が 必 要 で あ る 。 そ し て 、 地 域 の 相 対 的 位 置

関係を計測する方法としての「地域間の所要時間の変遷」を明らかにする視点が必要である。

　 本 研 究 で は こ れ ら の 点 を 明 ら か に す る 観 点 か ら 、 表 2 . 1 3 に 示 す よ う に 、 こ れ ま で の 政 策 の 長 期

的 な 効 果 の 考 察 は 以 下 の ４ 点 に つ い て 行 う こ と と し 、 第 ７ 章 で 個 々  の 政 策 に つ い て の 考 察 を 行

う。なお、これら４点についての重要性については、以下に述べる。

a)地域間の所要時間の変化の視点（地域の相対的な位置関係の視点）

　 明 治 期 に お い て は 中 央 集 権 体 制 の 確 立 の た め に 東 京 - 京 都 間 の 連 絡 や 東 京 へ の 所 要 時 間 の 短 縮 な
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表2.13　国土と交通網整備政策に関する検討項目(その１：明治～戦中)
考察の視点

時 期 目 的 方法 法整備など 実施事項 実施による主な影響

所
要
時
間

交
流
可
能
性

圏
域
構
造

人
口
分
布

人心一新 鉄道建設 特になし
新橋-横浜間鉄道建
設(1872)

（心理的影響）

前
維新政府の
支配力強化

東京-京都間の所要時間短
縮 ●

中央集権
確立

古都と東京を結
ぶ

〃 東海道線建設
東京及び東海道線沿線で
の交流可能性の向上 ●
上記地域における圏域構
造の変化 ●

明 期

富国強兵 経済振興

重要港湾と都市
を結ぶ

特になし
新橋-横浜間、大阪
-神戸間(1874)鉄道
建設

左記区間の所要時間短縮 ●

治
殖産興業 軍事利用 主要地点間の移

動時間短縮
〃 幹線鉄道建設開始 都市間の所要時間短縮 ●

所要時間変化に伴う交流
可能性の変化 ●
交流可能性の変化に伴う
地域間の結びつきの変化 ●
東京までの所要時間短縮 ●

後
所要時間変化に伴う交流
可能性の変化 ●

富国強兵
殖産興業

経済振興
軍事利用

東京と都道府県
庁所在地を結ぶ

鉄道敷設法(1892)
幹線鉄道網建設促
進

交流可能性の変化に伴う
地域間の結びつきの変化 ●
幹線鉄道網完成に伴う全
国的な人口の変化 ●
幹線鉄道沿線での人口変
化 ●

期 都市間の所要時間短縮 ●
輸送効率向上と
運賃の通算

鉄道国有法(1906)
幹線鉄道網の国有
化

所要時間変化に伴う交流
可能性の変化 ●
交流可能性の変化に伴う
地域間の結びつきの変化 ●

大 地方振興
支線鉄道網の拡
充

改正鉄道敷設法
(1922)

支線鉄道網建設促
進

都市間交通における所要
時間は変化なし ●

正
支線鉄道沿線での人口変
化 ●

戦 軍事
輸送効率
向上

交通・産業の管
理強化

国家総動員法
(1938)

貨物輸送の重視
都市間の旅客交通への悪
影響 ●

昭 前 高速交通
網整備

高速道路建設
内務省の調査
(1940)

名神高速道路実施
設計着手

（実現せず）

和 戦
時

軍事
高速交通
網整備

高速鉄道建設
大東亜交通基本政
策(1942)

東京-下関間高速鉄
道建設着手

（実現せず）



ど が 政 策 目 標 と さ れ て お り 、 戦 前 ～ 戦 時 に お い て も 軍 事 上 の 理 由 か ら 東 京 と 全 国 各 地 域 を 短 時 間

で 結 ぶ こ と が 目 標 と さ れ て い る 。 ま た 近 年 に お い て も 、 全 国 の 主 要 都 市 間 を 一 定 時 間 以 下 で 結 ぶ

こ と が 目 標 と さ れ て い る 。 ま た 、 地 域 間 の 所 要 時 間 は 地 域 間 の 結 び つ き 、 交 流 可 能 性 、 圏 域 の 形

成 な ど と 密 接 な 関 係 が あ り 、 政 策 の 効 果 と し て の 地 域 間 の 所 要 時 間 が ど の よ う に 変 化 し て き た か

を明らかにすることは重要な視点である。

b)地域間交流可能性の視点

　 地 域 の 発 展 は 交 通 網 整 備 と 密 接 な 関 係 に あ る と 考 え ら れ る が 、 交 通 の 利 便 性 を 総 合 的 に 表 す こ

と の で き る 交 流 可 能 性 に 着 目 し 、 交 通 網 整 備 に よ り 交 流 可 能 性 が ど の よ う に 変 化 し た か を 明 ら か
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表2.13　国土と交通網整備政策に関する検討項目(その２：戦後以降)
考察の視点

時 期 目 的 方法 法整備など 実施事項 実施による主な影響

所
要
時
間

交
流
可
能
性

圏
域
構
造

人
口
分
布

復
興

戦災復興 産業振興 傾斜生産方式
国土総合開発法
(1950)

鉄道への重点投資(
貨物輸送の重視)

都市間の旅客交通への影
響 ●

高
高度成長 経済振興

太平洋ベルト地
帯構想

所得倍増計画
(1960)

太平洋ベルト地帯
への重点投資

太平洋ベルトでの人口変
化 ●

度 格差是正 地域振興 拠点開発
全国総合開発計画
(1962)

新産業都市建設
新産業都市等による人口
変化 ●

経 輸送力増強
東海道新幹線計画
(1957)

新幹線開業(1964)
高速交通機関の整備に伴
う都市間の所要時間の変
化

●

済
産業や交通網の変化に伴
う地域人口の変化 ●

昭 成
交通網と人口変化に伴う
交流可能性の変化 ●

長
交流可能性の変化に伴う
地域間の結びつきの変化 ●

国土開発縦貫自動
車道建設法(1957)

高速道路沿線での人口変
化 ●

期 道路整備緊急措置
法(1958)

名神・東名高速道
路等建設

国土開発幹線自動
車道建設法(1966)

高 経済成長 都市間の所要時間変化 ●

度
格差是正 国土の有

効利用
交通網の変化に伴う地域
人口の変化 ●

成
大規模ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
構想

経済社会発展計画
(1967)

幹線交通網等の整
備

交通網と人口変化に伴う
交流可能性の変化 ●

和 長
開発可能
性均衡化

交流可能性の変化に伴う
地域間の結びつきの変化 ●

期
国土利用
の再編成

新全国総合開発計
画(1969)

幹線交通網上への
工業配置

産業配置による人口変化 ●

以 地方分散 広域生活圏構想
地方都市整備

東京を頂点とする圏域構
造の変化 ●

降
圏域内交通網整備

地方都市を中心とする圏
域構造の形成 ●

低 産業配置による人口変化 ●
成 格差是正

低成長へ
の対応

定住圏構想
第三次全国総合開
発計画(1977)

産業の地方分散策
東京を頂点とする圏域構
造の変化 ●

長
地方都市を中心とする圏
域構造の形成 ●

都市間の所要時間変化 ●

平 格差是正 多極分散
全国一日交通圏

第四次全国総合開
発計画(1987)

基幹交通網整備
所要時間変化に伴う交流
可能性の変化 ●

成
交流ネットワー
ク構想

高規格幹線道路網
計画

交流可能性の変化に伴う
地域間の結びつきの変化 ●



にすることは重要な視点である。

c)圏域構造の形成の視点

　 明 治 期 に お い て は 中 央 集 権 構 造 の 確 立 の た め に 東 京 を 唯 一 の 頂 点 と す る 国 土 構 造 が 求 め ら れ て

い た が 、 近 年 で は 多 極 分 散 型 国 土 構 造 が 目 指 さ れ て い る 。 こ の よ う な 構 造 を 地 域 間 交 流 可 能 性 か

ら 見 た 地 域 間 の 結 び つ き の 強 さ か ら 分 析 ･ 検 討 を 行 う 必 要 が あ る と 考 え ら れ る 。 こ の よ う な 地 域

間 の 結 び つ き が 複 合 す る こ と に よ っ て 、 全 国 的 な 圏 域 構 造 が 形 成 さ れ て き た と 考 え ら れ 、 地 域 変

化との関連が大きいと考えられる。

d)人口分布等の変化の視点（地域発展の視点）

　 全 国 総 合 開 発 計 画 以 前 の 国 土 政 策 に お い て は 、 我 が 国 の 人 口 分 布 に 関 し て は 特 に 大 き な 注 意 は

払 わ れ て こ な か っ た ば か り か 、 大 都 市 圏 に お け る 産 業 の 振 興 の た め に む し ろ 集 中 政 策 が と ら れ て

き て い る 。 こ の よ う に 、 現 在 に お い て 問 題 と な っ て い る 過 疎 過 密 問 題 の 根 元 は 明 治 期 以 降 の 国 土

政 策 に あ る と 考 え ら れ る 。 逆 に 、 近 年 で は 明 示 的 に 政 策 目 標 と し て 過 疎 過 密 問 題 の 緩 和 が 取 り あ

げられている。以上より、政策実施の効果としての地域人口変化の視点が必要である。

2.5　結語

　 本 章 で は 我 が 国 の 交 通 と 国 土 の 整 備 に 関 す る 政 策 お よ び 制 度 に つ い て そ の 歴 史 的 な 経 緯 と 現 在

の 特 徴 と 課 題 に つ い て 整 理 を 行 っ た 。 そ の 結 果 、 我 が 国 の 交 通 と 国 土 の 整 備 に 関 し て 、 ( 1 ) 総 合 的

な 国 土 政 策 の 欠 如 、 ( 2 ) 政 策 目 標 達 成 の 確 認 の 欠 如 、 ( 3 ) 政 策 の 柔 軟 性 に 欠 け る 、 ( 4 ) 産 業 政 策 と の

結 び つ き が 強 い 、 ( 5 ) 独 立 採 算 性 、 ( 6 ) 古 く か ら 民 間 資 金 の 導 入 が 行 わ れ て い る 、 な ど の 特 徴 が 存 在

していることを述べた。

　 本 研 究 で は こ の よ う な 特 徴 を 認 識 し た 上 で 、 こ れ ま で の 我 が 国 の 国 土 政 策 に つ い て 、 ( 1 ) 地 域 間

の 所 要 時 間 の 変 化 、 ( 2 ) 地 域 間 交 流 可 能 性 の 変 化 、 ( 2 ) 圏 域 構 造 の 形 成 、 ( 4 ) 人 口 分 布 等 の 変 化 、 等

の各視点から長期的な効果を考察することとした。
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